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仏
師
長
勢
　
円
派
仏
師
研
究
（
一
）　

武
　
笠
　
　
　
朗

は
じ
め
に
（
長
勢
と
円
派
仏
師
）

仏
師
定
朝
の
系
譜
を
引
く
い
わ
ゆ
る
正
系
三
派
仏
師
の
内
、
定
朝
高
弟
長
勢
以
後

の
名
前
に
円
の
字
を
伴
な
う
一
流
を
、
今
一
般
に
円
派
、
円
派
仏
師
と
呼
ん
で
い

る
。
正
確
に
い
え
ば
、
円
の
字
を
伴
な
う
よ
う
に
な
る
の
は
長
勢
弟
子
の
円
勢
以
降

で
あ
る
が
、
円
勢
は
長
勢
の
勢
の
字
を
継
ぎ
、
ま
た
長
勢
の
系
譜
を
継
い
だ
の
は
円

勢
一
流
の
み
で
あ
る
の
で
、
遡
っ
て
長
勢
を
円
派
の
祖
と
し
う
る
。
こ
の
一
流
は
、

か
つ
て
は
、
そ
の
仏
所
（
工
房
）
が
三
条
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
三
条
仏
所
と
称
さ
れ

て
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
い
つ
の
頃
か
ら
か
円
派
仏
師
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

幕
末
の
黒
川
春
村
『
歴
代
大
仏
師
譜
』１

で
は
、「
三
条
一
流
祖
」
と
し
て
「
法
印

長
勢
」
を
あ
げ
て
い
る
。『
本
朝
大
仏
師
正
統
系
図
并
末
流
』（『
美
術
研
究
』
本
）

等
諸
本
知
ら
れ
て
い
る
仏
師
系
図
に
は
、
い
わ
ゆ
る
七
条
仏
所
を
正
統
と
す
る
た
め

長
勢
以
降
の
三
条
仏
所
の
仏
師
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
円
派
の
呼
称

の
始
ま
り
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
戦
前
の
小
林
剛
や
野
間
清
六
に
よ
る
仏
師
研
究

の
中
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
円
派
仏
師
研
究
の
嚆
矢
と
言
う

べ
き
昭
和
九
年
の
谷
信
一
の
論
文
「
円
勢
法
印
考
」２

で
は
ま
だ
「
三
条
仏
所
」
と
出

る
が
、
呼
称
の
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
昭
和
二
十

五
年
の
小
林
剛
の
「
仏
所
の
分
立
と
そ
の
名
称
に
つ
い
て
」３

で
は
、
昭
和
八
年
に
奈

良
帝
室
博
物
館
で
行
な
わ
れ
た
鎌
倉
彫
刻
展
を
回
顧
し
て
、
仏
所
の
名
称
に
疑
問
が

生
じ
、「
止
む
を
得
ず
慶
派
仏
所
と
か
院
派
仏
所
と
か
円
派
仏
所
と
云
う
様
な
特
別

な
名
称
で
そ
の
場
を
糊
塗
し
た
」
と
あ
り
、
そ
の
始
ま
り
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
れ
に

促
さ
れ
て
、
同
展
覧
会
の
図
録
で
あ
る
『
鎌
倉
彫
刻
図
録
』４

を
見
る
と
、
所
収
の
野

間
清
六
の
論
文
「
鎌
倉
期
初
頭
に
於
け
る
仏
師
の
消
長
関
係
」
に
、「
京
都
派
の
院

流
、
円
派
、
奈
良
派
の
慶
派
の
三
派
が
分
立
」５

な
ど
と
し
て
、
円
派
、
院
派
、
慶
派

仏
師
、
三
派
仏
師
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
定
朝
の
没
後
は
長
勢
派

（
後
に
云
ふ
円
派
）
が
勢
力
を
得
た
が
、
や
が
て
大
宮
仏
所
の
院
派
が
こ
れ
に
代
っ

て
長
大
と
な
り
、
鎌
倉
期
に
な
る
と
南
都
仏
師
の
慶
派
が
台
頭
す
る
に
至
っ
た
」

と
、
ほ
ぼ
今
の
認
識
と
同
じ
仏
師
の
消
長
が
語
ら
れ
て
い
る
。
同
書
所
収
の
小
林
剛

や
金
森
遵
の
論
文６

で
は
、
と
も
に
一
度
だ
け
円
派
、
院
派
の
語
が
使
わ
れ
る
も
の

の
、
ほ
ぼ
仏
所
の
語
で
終
始
し
て
い
る
の
で
、
野
間
論
文
が
そ
の
最
初
期
の
使
用
例

か
と
思
わ
れ
る
。
三
条
仏
所
、
転
じ
て
円
派
仏
師
の
祖
は
『
歴
代
大
仏
師
譜
』
以
来

法
印
長
勢
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。

仏
師
長
勢
の
研
究
は
、
小
林
剛
の
「
仏
師
法
印
長
勢
」７

が
、
い
わ
ば
決
定
版
と
し

て
長
く
基
本
文
献
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
重
要
性
は
刊
行
後
七
十
年
近
く
経
っ
た
今

も
変
わ
り
は
な
く
敬
意
を
表
す
る
も
の
だ
が
、
円
派
仏
師
と
そ
の
遺
品
の
研
究
を
行
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な
っ
て
き
た
身
と
し
て
、
円
派
の
祖
と
い
う
文
脈
で
長
勢
の
事
績
を
読
み
直
し
て
み

た
い
と
考
え
る
。
新
た
な
事
績
の
指
摘
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
平
安
後

期
彫
刻
史
研
究
、
仏
師
研
究
の
成
果８
を
踏
ま
え
て
事
績
個
々
を
検
討
す
る
。
史
料
の

読
み
直
し
を
通
じ
て
、
特
に
願
主
や
願
意
等
造
像
背
景
を
可
能
な
限
り
推
定
し
、
仏

師
長
勢
の
造
像
環
境
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
長
勢
の
事
績
を
検
討
す
る

中
で
、
十
一
世
紀
後
半
期
彫
刻
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
言
及
し
て
み
た
い
。

一
、
出
自
と
経
歴

長
勢
を
語
る
際
に
ま
ず
触
れ
る
べ
き
は
、
や
は
り
『
初
例
抄
』
の
記
事
で
あ
ろ

う
。
木
仏
師
と
し
て
初
め
て
法
印
に
任
じ
ら
れ
た
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
。
全
文

を
掲
載
す
る
。

「
木
仏
師
任
法
印
例
。
長
勢
。
治
安
元
年
十
月
十
八
日
叙
法
橋
。
法
成
寺
造
仏

賞
。
定
朝
法
眼
弟
子
。
延
久
二
十
二
月
廿
六
日
転
法
眼
。
円
宗
寺
金
堂
御
造
立
賞
。

承
暦
元
年
十
二
月
十
八
日
転
法
印
。
法
勝
寺
講
堂
阿
弥
陀
堂
造
仏
賞
。
寬
治
五
年
十

一
月
九
日
死
去
。（
八
十
二
。）」９
。

こ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
彼
の
没
年
月
日
及
び
没
年
令
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
寬
治

五
年
（
一
〇
九
一
）
十
一
月
九
日
に
八
十
二
歳
で
没
し
た
と
い
う
。
八
十
二
歳
と
は

長
寿
で
、
院
尊
の
七
十
九
歳
を
超
え
、
八
十
四
歳
ま
で
生
き
た
湛
慶
に
匹
敵
す
る
。

没
年
令
か
ら
逆
算
す
る
と
そ
の
生
年
は
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
と
な
る
。
寛
弘
七

年
と
い
え
ば
、
康
尚
の
活
動
期
で
、
師
定
朝
は
こ
の
十
年
後
の
寛
仁
四
年
（
一
〇
二

〇
）
に
無
量
寿
院
造
像
で
初
出
す
る
。
定
朝
の
デ
ビ
ュ
ー
を
仮
に
二
十
歳
と
す
れ

ば
、
長
勢
と
の
年
令
差
は
十
歳
ほ
ど
と
な
る
。
定
朝
の
弟
子
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず

は
康
尚
の
工
房
に
属
し
、
定
朝
が
後
継
し
た
後
に
そ
の
元
に
入
っ
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。

長
勢
の
出
自
に
つ
い
て
『
初
例
抄
』
は
「
定
朝
法
眼
弟
子
」
と
す
る
。『
二
中

歴
』
は
「
定
朝
弟
子
」11
、
後
述
す
る
『
養
和
元
年
記
』
は
「
定
朝
小
仏
師
」
と
し
て

お
り
、
諸
書
が
伝
え
る
よ
う
に
定
朝
の
弟
子
、
定
朝
工
房
の
小
仏
師
で
あ
っ
た
も
の

と
み
ら
れ
る
。

定
朝
の
弟
子
は
、
そ
の
息
覚
助
と
長
勢
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
十
月
の
後
一
条
帝
中
宮
威
子
御
産
御
祈
の

御
仏
二
十
七
体
の
造
像
で
は
、
定
朝
の
下
に
大
仏
師
二
十
人
、
小
仏
師
一
〇
五
人
が

従
事
し
て
お
り
（『
左
経
記
』）、
多
く
の
弟
子
仏
師
等
が
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
の
一
部
の
名
を
伝
え
て
く
れ
る
の
が
、
伊
東
史
朗
氏
の
紹
介
さ
れ
た
曼
殊
院

本
『
不
動
雑
記
』
で
あ
る11
。
同
記
巻
第
三
奥
書
に
、「
仏
師
、
勢
忍
、
典
登
、
定

回
、
観
縁
、
男
行
近
許
也
、
皆
是
定
朝
弟
子
、
弐
左
男
」
と
出
る11
。
伊
東
氏
に
よ
れ

ば
「
前
後
の
脈
絡
が
不
明
な
が
ら
」
と
あ
る
が
、
こ
の
前
に
出
る
「
件
像
」
に
関

わ
っ
た
仏
師
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
件
像
」（
不
動
明
王
か
）
は
「
高
陽
院
殿
東
対

上
御
仏
」
で
、
造
立
時
に
「
阿
波
前
司
頼
成
」
が
行
事
を
勤
め
た
と
い
う
。
高
陽
院

は
い
う
ま
で
も
な
く
藤
原
頼
通
が
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
に
造
営
し
た
邸
宅
で
、

そ
の
東
対
の
仏
で
あ
っ
た
と
い
い
、
頼
通
関
係
の
造
像
と
い
う
こ
と
な
る
。
阿
波
前

司
頼
成
は
、
治
安
三
年
十
月
か
ら
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
正
月
の
間
に
阿
波
守
在

任
と
み
ら
れ
る
藤
原
（
源
）
頼
成
（『
小
右
記
』
等
）
か
と
思
わ
れ
る11
。
造
像
年
代

は
、
前
司
と
あ
る
の
で
万
寿
二
年
以
後
で
、
頼
成
は
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
同
五

年
に
因
幡
守
で
あ
っ
た
の
で
（『
小
右
記
』）、
そ
の
間
の
造
像
か
と
一
応
推
定
さ
れ

る
。
西
暦
一
〇
三
〇
年
頃
の
こ
と
と
す
る
と
、
定
朝
は
三
十
歳
前
後
、
父
康
尚
は
既

に
な
く
、
法
成
寺
造
営
が
終
了
し
さ
ら
に
藤
原
道
長
も
没
し
て
、
大
規
模
造
像
の
空

白
期
で
あ
っ
た
が
、
頼
通
関
係
の
造
像
を
請
負
い
そ
れ
を
弟
子
に
行
な
わ
せ
て
い
た

と
い
う
こ
と
か
。
長
勢
は
こ
の
頃
二
十
歳
前
後
、
ま
だ
こ
う
し
た
造
像
に
関
わ
る
立

場
に
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
仏
師
勢
忍
は
勢
の
字
を
伴
な
う
。
何
ら
か
の
関
係
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が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
彼
が
紀
伊
講
師
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
に
触
れ
て
お
こ
う
。
時
代
が
下
が
っ

て
治
承
兵
火
後
の
興
福
寺
復
興
に
関
わ
る
『
養
和
元
年
記
』11

の
記
載
で
あ
る
。
養
和

元
年
（
一
一
八
一
）
七
月
八
日
の
諸
堂
御
仏
造
始
の
記
事
で
、「
金
堂
大
仏
師
法
眼

明
円
」
の
割
注
と
し
て
、
長
勢
に
つ
い
て
「
定
朝
小
仏
師
紀
伊
講
師
是
也
」
と
す

る
。
仏
師
の
講
師
職
に
つ
い
て
は
、
西
川
新
次
氏
が
そ
れ
以
前
の
仏
師
研
究
を
踏
ま

え
て
論
じ
ら
れ
て
い
る11
。
そ
れ
に
よ
る
と
講
師
仏
師
と
は
、
三
派
仏
師
に
準
ず
る
仏

師
で
、
三
派
仏
師
配
下
の
中
間
仏
師
層
か
、
三
派
仏
師
以
外
の
中
小
工
房
の
統
領
的

仏
師
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
筆
者
も
検
討
を
加
え11
、
三
派
仏
師
の
中
で

も
正
系
以
外
の
弟
子
筋
（
傍
系
）
仏
師
が
、
講
師
職
を
僧
綱
補
任
へ
の
足
掛
か
り
と

し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
長
勢
は
お
そ
ら
く
、
法
橋
に
な
る
前
に
、
何
ら
か
の
定

朝
主
宰
下
の
造
像
の
功
績
で
紀
伊
講
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

あ
っ
た
の
で
、
覚
助
に
先
ん
じ
て
法
橋
位
を
得
る
こ
と
が
叶
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。

二
、
事
績

長
勢
の
造
像
事
績
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
を
検
討
し
て
い
く
。

康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
広
隆
寺
日
光
月
光
菩
薩
像
、
十
二
神
将
像
造
立
。

治
暦
元
年
（
一
〇
六
五
）
法
成
寺
金
堂
造
像
。
叙
法
橋
。

治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
興
福
寺
再
興
造
像
？
。

延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
円
宗
寺
金
堂
造
像
。
叙
法
眼
。

こ
の
頃
か　
　
　
　
　
　

醍
醐
中
院
（
往
生
院
）
造
像
。

承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
造
像
。
叙
法
印
。

永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
法
勝
寺
御
塔
造
像
。
長
勢
賞
譲
、
円
勢
叙
法
橋
。

応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
法
勝
寺
新
堂
（
常
行
堂
）
造
像
。

同
年　
　
　
　
　
　
　
　

中
宮
賢
子
追
悼
丈
六
阿
弥
陀
造
像
。

承
暦
三
年
（
一
〇
八
〇
）〜
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
の
間　

宇
治
法
定
院
造
像
。

法
成
寺
の
復
興
造
像

藤
原
道
長
の
法
成
寺
は
、
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
供
養
の
九
体
阿
弥
陀
堂
無
量

寿
院
を
は
じ
め
と
し
て
、
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
の
金
堂
・
五
大
堂
、
万
寿
元
年

（
一
〇
二
四
）
の
薬
師
堂
、
同
四
年
の
釈
迦
堂
、
五
重
塔
等
多
く
の
堂
塔
で
構
成
さ

れ
た
巨
大
寺
院
で
あ
っ
た
。
道
長
晩
年
の
信
仰
心
の
高
揚
と
、
道
長
の
周
り
に
集
積

し
た
巨
大
な
富
と
が
結
び
付
い
て
成
立
し
た
、
き
わ
め
て
私
的
な
道
長
家
の
氏
寺
で

あ
っ
た
。
そ
の
造
像
に
当
た
っ
た
仏
師
は
、
無
量
寿
院
が
康
尚
と
定
朝
、
金
堂
と
薬

師
堂
が
定
朝
で
あ
り
、
そ
の
他
の
堂
塔
の
造
像
も
定
朝
が
携
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
み
ら
れ
て
い
る
。
道
長
没
後
も
後
継
の
頼
通
や
娘
の
上
東
門
院
彰
子
に
よ
っ
て
講

堂
、
東
北
院
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
造
像
も
、
道
長
と
頼
通
と
の
関
係
か
ら
在

世
中
の
定
朝
が
関
与
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る17
。
そ
の
造
像
活
動
の
最
初
か
ら
最

後
ま
で
法
成
寺
と
関
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
定
朝
は
、
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
八
月

一
日
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
翌
年
の
同
六
年
（
一
〇
五
八
）
二
月
二
十
三
日
に
法
成

寺
は
ほ
ぼ
全
焼
し
た
。「
凡
丈
六
仏
像
数
十
余
躰
。
等
身
金
色
仏
菩
薩
像
百
余
躰
。

一
時
為
煙
」（『
扶
桑
略
記
』）
と
い
う
惨
状
で
あ
っ
た
。
父
道
長
渾
身
の
法
成
寺
を

失
な
っ
た
嫡
男
頼
通
に
と
っ
て
、
そ
の
復
興
は
何
を
置
い
て
も
果
た
す
べ
き
急
務
で

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
定
朝
の
多
く
の
遺
作
が
一
夜

に
し
て
灰
燼
に
帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。
後
継
の
覚
助
や
高
弟
長
勢
に
と
っ
て
、
お
そ

ら
く
自
ら
も
そ
の
造
像
に
携
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
範
と
す
べ
き
師
の
遺
作
の
復
興
は
、

同
じ
よ
う
に
果
た
す
べ
き
急
務
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

法
成
寺
復
興
造
像
の
意
義
は
大
き
い
。
南
都
の
治
承
兵
火
後
の
復
興
造
像
と
異
な



－　－11

り
、
こ
れ
は
い
わ
ば
負
の
意
義
で
は
あ
る
が
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
簡
単
に
触

れ
た
こ
と
が
あ
る18
。
願
主
頼
通
の
復
興
に
当
た
っ
て
の
ス
タ
ン
ス
は
、
道
長
造
営
の

旧
態
に
復
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
定
朝
後
継
仏
師
の
復
興
造
像
に
当
た
っ
て
の
コ

ン
セ
プ
ト
も
、
同
様
に
旧
様
に
倣
っ
て
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
師

の
没
の
あ
ま
り
に
直
後
で
あ
っ
た
。
遺
作
の
復
興
を
通
じ
て
師
の
表
現
を
学
び
直
す

こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
定
朝
の
造
像
が
範
と
仰
が
れ
、
定
朝
以
後
の
造
像
が

守
旧
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
ま
ず
こ
こ
に
あ
る
。

長
勢
は
こ
の
法
成
寺
復
興
造
像
に
お
い
て
、
治
暦
元
年
（
一
〇
六
五
）
十
月
十
八

日
供
養
の
金
堂
の
造
像
に
当
た
り
、
造
仏
賞
と
し
て
法
橋
に
叙
さ
れ
た
（『
三
僧
記

類
聚
』
所
収
「
法
勝
寺
金
堂
御
仏
」『
僧
綱
補
任
』『
初
例
抄
』）19
。
時
に
長
勢
五
十

六
歳
。
像
は
中
尊
三
丈
二
尺
金
色
大
日
、
二
丈
金
色
釈
迦
薬
師
文
殊
弥
勒
菩
薩
、
彩

色
九
尺
梵
天
帝
釈
天
四
天
王
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、「
元
定
朝
仏
也
」（「
法
勝
寺
金

堂
御
仏
」）
と
さ
れ
、
創
建
時
像
と
ま
っ
た
く
同
じ
尊
像
、
法
量
で
あ
っ
た
。
こ
の

日
金
堂
と
共
に
薬
師
堂
が
供
養
さ
れ
、
観
音
堂
（
新
造
堂
宇
か
）
も
供
養
さ
れ
た
ら

し
い
（『
扶
桑
略
記
』『
百
錬
抄
』）。

法
成
寺
の
復
興
は
、
焼
失
の
約
一
ヶ
月
後
の
天
喜
六
年
三
月
二
十
七
日
に
、
阿
弥

陀
堂
、
五
大
堂
、
薬
師
堂
の
造
営
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
の
内
薬
師
堂
を
除
く
二
堂
が

ま
ず
竣
工
し
、
康
平
二
年
（
一
〇
五
九
）
十
月
十
二
日
、
阿
弥
陀
堂
無
量
寿
院
と
五

大
堂
が
供
養
さ
れ
た
（『
扶
桑
略
記
』『
定
家
朝
臣
記
』）。
こ
の
内
阿
弥
陀
堂
（
無
量

寿
院
）
は
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
諸
堂
築
壇
の
際
、
阿
弥
陀
堂
分
は
頼
通

自
ら
が
こ
れ
に
当
た
っ
た
（『
定
家
朝
臣
記
』）。
道
長
が
最
初
に
建
立
し
、
こ
れ
を

核
に
法
成
寺
が
成
立
し
た
事
情
を
思
え
ば
、
そ
れ
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
堂
は
「
如

旧
」
建
立
さ
れ
、
仏
は
金
色
丈
六
阿
弥
陀
九
体
、
一
丈
観
音
勢
至
各
一
体
、
彩
色
四

天
王
で
あ
っ
た
（『
扶
桑
略
記
』）。
九
体
阿
弥
陀
の
中
尊
は
、
上
東
門
院
彰
子
が
天

喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
三
月
十
四
日
に
供
養
し
た
（『
扶
桑
略
記
』）
法
成
寺
内
八
角

堂
（
円
堂
）
の
本
尊
丈
六
阿
弥
陀
（
像
は
焼
失
を
免
れ
た
）
が
転
用
さ
れ
た
（『
扶

桑
略
記
』）。
い
ま
だ
健
在
で
こ
の
日
の
供
養
に
も
列
席
し
た
上
東
門
院
の
強
い
希
望

で
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
阿
弥
陀
像
は
お
そ
ら
く
定
朝
の
最
後
の
造
像

で
は
な
か
っ
た
か11
。
復
興
供
養
の
詳
細
を
伝
え
る
『
定
家
朝
臣
記
』
に
よ
れ
ば
、
供

養
日
当
日
に
阿
弥
陀
堂
御
仏
を
堂
に
安
置
し
、
頼
通
は
仏
師
覚
助
を
召
し
て
御
衣
を

賜
り
、「
右
府
」（
教
通
）
も
同
じ
く
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
覚
助
の
阿
弥
陀

堂
造
像
は
確
実
で
あ
る
。
中
尊
を
除
く
脇
仏
八
軀
の
造
像
を
担
当
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
後
「
諸
卿
殿
上
人
諸
大
夫
」
が
「
次
仏
師
等
」
を
召
し
て
御
衣
を
賜
っ

た
。こ

れ
に
つ
い
て
、「
次
仏
師
」
を
長
勢
と
み
て
、
も
う
一
方
の
五
大
堂
造
像
を
長

勢
が
担
当
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
小
林
剛
の
推
定
が
あ
る11
。
た
だ
、『
定
家
朝

臣
記
』
の
文
脈
か
ら
す
る
と
御
衣
の
下
賜
は
阿
弥
陀
堂
御
仏
に
関
わ
る
も
の
と
み
ら

れ
、
ま
た
「
次
仏
師
」
は
、
頼
通
・
教
通
か
ら
で
は
な
く
「
諸
卿
殿
上
人
諸
大
夫
」

か
ら
御
衣
を
賜
っ
て
い
る
の
で
、
覚
助
よ
り
格
下
の
弟
子
仏
師
と
み
る
べ
き
で
、
こ

れ
を
長
勢
に
当
て
る
の
は
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
五
大
堂
造
像
は
誰
が
担
当
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
仏
師
の
名
は
一
切
出
な
い
。

五
大
堂
は
「
皇
后
職
」
の
造
営
で
、
像
は
彩
色
二
丈
二
尺
不
動
と
丈
六
四
大
尊
で

あ
っ
た
（『
扶
桑
略
記
』）。
皇
后
職
は
、
頼
通
の
娘
寛
子
（
後
冷
泉
帝
皇
后
）
で
あ

る
。
頼
通
は
供
養
の
際
五
大
堂
に
て
御
修
法
を
発
願
し
、
大
般
若
経
を
書
写
し
て
御

仏
中
に
籠
め
た
の
は
「
法
性
寺
例
也
」
と
い
う
。
修
法
は
五
壇
法
で
中
壇
明
尊
他
四

人11
で
あ
っ
た
（
以
上
『
定
家
朝
臣
記
』）。
仏
師
へ
の
御
衣
下
賜
が
、
阿
弥
陀
堂
五
大

堂
造
像
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
堂
と
も
覚
助
担
当
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
と
す
る
と
「
次
仏
師
」
は
覚
助
の
筆
頭
弟
子
で
、
そ
れ
が
五
大
堂
造
像
の
実

質
担
当
で
あ
っ
た
か
と
想
像
で
き
る
。
頼
通
、
寛
子
と
の
関
係
か
ら
長
勢
の
可
能
性

も
あ
る
が
、
二
堂
が
一
連
の
供
養
で
、
覚
助
以
外
に
仏
師
名
が
出
な
い
と
な
れ
ば
、



－　－11

あ
る
い
は
こ
れ
も
覚
助
の
統
括
し
た
仕
事
と
み
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
大
規
模
寺
院
の
場
合
、
担
当
仏
師
の
名
が
知
ら
れ
な
い
堂

宇
の
方
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
僧
綱
仏
師
か
そ
れ
に
任
じ

ら
れ
る
仏
師
で
な
け
れ
ば
記
録
に
は
止
ま
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
名
前
の
出
た
僧

綱
仏
師
が
他
の
堂
宇
も
担
当
し
た
と
み
る
べ
き
な
の
か
。
金
堂
と
共
に
供
養
さ
れ
た

薬
師
堂
も
そ
う
で
あ
る
。
薬
師
堂
の
造
営
は
焼
失
直
後
に
始
め
ら
れ
、
康
平
元
年
十

月
二
十
七
日
に
は
阿
弥
陀
堂
五
大
堂
と
共
に
立
柱
上
棟
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
造
像

も
平
行
し
て
行
な
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
堂
供
養
は
大
幅
に
遅
れ
て
治
暦
元
年

に
ず
れ
込
ん
だ
。
復
興
像
の
こ
と
は
記
録
に
出
な
い
が
、
万
寿
元
年
（
一
〇
二
五
）

創
建
時
の
御
仏
は
、
丈
六
七
仏
薬
師
、
丈
六
六
観
音
、
一
丈
日
光
月
光
、
八
尺
十
二

神
将
と
知
ら
れ
（『
扶
桑
略
記
』）、
そ
の
旧
軌
に
倣
っ
て
の
復
興
で
あ
っ
た
の
な

ら
、
こ
れ
も
き
わ
め
て
大
規
模
な
造
像
で
あ
る
。
そ
の
造
立
仏
師
の
名
が
ま
っ
た
く

記
録
に
あ
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
の
は
不
審
で
あ
る
。
長
勢
の
法
橋
叙
位
が
金
堂
造
仏

賞
と
あ
る
以
上
、
金
堂
造
像
の
み
で
、
薬
師
堂
は
別
な
僧
綱
位
を
持
た
な
い
仏
師
と

み
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
長
勢
の
弟
子
仏
師
の
造
像
で
あ
る
可
能
性
を
含
め
て
長
勢

の
関
与
を
想
定
す
べ
き
か
。
五
大
堂
で
の
想
定
が
可
能
な
ら
後
者
と
な
ろ
う
。

法
成
寺
復
興
造
像
に
お
け
る
長
勢
と
覚
助
の
立
場
を
考
え
て
み
た
い
。
先
に
登
場

し
た
の
は
覚
助
で
、
法
成
寺
内
で
最
も
重
要
な
堂
宇
で
あ
る
阿
弥
陀
堂
無
量
寿
院
の

造
像
を
担
当
し
た
。
し
か
し
こ
の
際
、
覚
助
へ
の
勧
賞
は
な
く
、
御
衣
を
賜
る
に
止

ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
長
勢
は
、
金
堂
造
像
を
請
け
負
っ
て
、
覚
助
に
先
ん
じ
て
法

橋
位
を
得
た
。
正
嫡
の
覚
助
と
弟
子
筋
の
長
勢
と
い
う
両
者
の
定
朝
後
継
と
し
て
の

立
場
の
相
違
を
踏
ま
え
た
時
、
こ
の
処
遇
の
相
違
を
ど
う
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
復

興
造
像
の
分
担
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
知
る
由
も
な
い
が
、
お
そ
ら
く
最
重

要
堂
宇
が
金
堂
で
は
な
く
阿
弥
陀
堂
で
あ
り
、
そ
の
頼
通
家
に
お
け
る
重
要
性
と
、

康
尚
定
朝
が
造
像
し
た
と
い
う
定
朝
工
房
に
お
け
る
阿
弥
陀
堂
の
重
要
性
が
重
な
り

合
っ
て
、
そ
の
造
像
は
、
若
年
だ
が
正
嫡
の
覚
助
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か

と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
若
年
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
僧
綱
叙
位
は
見

送
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
上
臈
・
下
臈
の
問
題
も
絡
ん
で
く

る
。
長
勢
は
覚
助
よ
り
お
そ
ら
く
か
な
り
年
長
で
、
仏
師
と
し
て
の
活
動
も
長
く
、

そ
の
間
に
紀
伊
講
師
職
を
得
、
僧
綱
位
を
得
る
有
資
格
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
覚
助
は
長
勢
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
の
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
に
興
福
寺
復
興

造
像
で
法
橋
に
叙
さ
れ
る
。
こ
の
法
橋
と
し
て
の
二
年
の
臈
の
差
が
そ
の
後
の
長
勢

と
覚
助
の
立
場
を
ほ
ぼ
同
等
な
ら
し
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
こ
の
後
の
法

成
寺
造
像
は
、
覚
助
か
ら
院
助
、
院
覚
へ
と
受
け
継
が
れ
、
い
わ
ゆ
る
院
派
仏
師
の

主
要
な
造
像
の
場
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
さ
に
定
朝
正
嫡
の
仕
事
場
で
あ
っ
た

た
め
と
み
ら
れ
る11
。
長
勢
の
系
譜
は
法
成
寺
か
ら
離
れ
て
い
く
。

興
福
寺
の
復
興
造
像

こ
の
法
成
寺
造
像
に
お
け
る
長
勢
と
覚
助
の
立
場
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
の

が
、
興
福
寺
の
復
興
造
像
で
あ
る
。
興
福
寺
は
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
五
月
四
日

に
火
災
に
罹
っ
た
。『
定
家
朝
臣
記
』
に
よ
れ
ば
、
東
西
金
堂
、
南
円
堂
、
食
堂
は

災
を
免
れ
た
が
、（
中
）
金
堂
、
講
堂
等
が
焼
失
し
た
ら
し
い
。
法
成
寺
を
失
な
っ

た
頼
通
に
再
び
降
り
罹
っ
た
災
難
で
、
頼
通
の
悲
嘆
如
何
ば
か
り
か
と
想
像
さ
れ
る

が
、
と
も
あ
れ
法
成
寺
と
同
様
に
そ
の
復
興
は
氏
長
者
の
責
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
再

興
供
養
は
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
二
月
二
十
五
日
で
、
金
堂
、
弥
勒
浄
土
院
、
講

堂
、
東
金
堂
、
食
堂
の
堂
・
仏
像
が
供
養
さ
れ
た
（『
扶
桑
略
記
』）。『
僧
綱
補
任
』

に
よ
れ
ば
、
覚
助
が
造
仏
の
功
に
よ
り
法
橋
に
叙
さ
れ
た
。
覚
助
の
関
与
は
明
ら
か

だ
が
、
長
勢
も
関
わ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
復
興
造
像
に
つ
い
て
は
、

後
年
の
い
わ
ゆ
る
治
承
兵
火
後
の
同
寺
復
興
造
像
の
際
に
回
顧
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。『
吉
記
』
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
六
月
二
十
七
日
条
に
は
、
担
当
仏
師
を
巡
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る
相
論
に
関
し
て
、
仏
師
明
円
が
「
康
平
、
仏
師
長
勢
覚
助
等
也
」
と
し
て
お
り
、

長
勢
の
関
与
を
に
お
わ
せ
る
。
さ
ら
に
明
円
は
、
こ
の
際
覚
助
は
「
下
臈
」
で
あ
っ

た
が
興
福
寺
御
仏
を
担
当
し
た
と
し
、
必
ず
し
も
「
上
臈
」
の
仏
師
の
み
が
担
当
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
結
局
仏
師
院
尊
の
金
堂
、
講
堂
担
当
を
難
じ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
今
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
長
勢
の
復
興
造
像
へ
の
関
与
に
つ

い
て
で
あ
る
。「
康
平
、
仏
師
長
勢
覚
助
等
也
」
を
、
康
平
時
の
造
像
は
長
勢
や
覚

助
な
ど
が
行
な
っ
た
と
解
す
れ
ば
、
長
勢
も
関
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
康
平

の
時
に
は
長
勢
や
覚
助
な
ど
の
仏
師
が
い
た
が
、
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
こ
の
後

に
出
て
く
る
仏
師
成
朝
の
言
に
は
覚
助
の
担
当
と
す
る
こ
と
も
併
せ
て
、
長
勢
関
与

の
可
能
性
は
薄
ら
ぐ
。
復
興
造
像
の
内
訳
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
金
堂
、
弥
勒
浄
土

（
金
堂
内
の
？
）、
講
堂
の
像
が
新
造
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
修
造
を
含
め
れ
ば
諸
堂

の
造
像
は
相
当
な
数
に
上
っ
た
で
あ
ろ
う
。
法
成
寺
の
復
興
が
山
を
越
え
た
と
は
い

え
、
興
福
寺
造
像
も
相
当
な
規
模
で
あ
る
。
長
勢
も
関
わ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。

次
は
「
上
臈
」「
下
臈
」
の
問
題
で
あ
る
。
明
円
の
言
で
は
、
覚
助
を
「
下
臈
」

と
す
る
が
、
そ
れ
は
長
勢
を
「
上
臈
」
と
し
て
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
。「
臈
」
に
つ

い
て
は
別
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が11
、
仏
師
の
場
合
も
一
般
の
僧
と
同
じ
く
、
僧

綱
位
の
上
下
と
そ
の
年
数
を
規
準
と
す
る
序
列
と
み
ら
れ
る
。
法
成
寺
造
像
を
経
て

こ
の
興
福
寺
造
像
時
点
で
、
長
勢
が
法
橋
、
覚
助
は
無
位
で
あ
り
、
長
勢
を
「
上

臈
」、
覚
助
を
「
下
臈
」
と
す
る
明
円
の
認
識
は
正
し
い
と
み
ら
れ
る
。
上
臈
優
位

の
原
則
が
興
福
寺
の
場
合
当
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
興

福
寺
と
道
長
・
頼
通
家
、
そ
し
て
定
朝
の
つ
な
が
り
に
基
づ
く
、
定
朝
正
嫡
と
し
て

の
覚
助
の
立
場
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

円
宗
寺
の
造
像

延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
十
二
月
二
十
六
日
、
後
三
条
帝
御
願
円
宗
寺11
の
金
堂
、

講
堂
、
法
華
堂
が
供
養
さ
れ
た
（『
扶
桑
略
記
』）。
長
勢
は
金
堂
御
仏
造
立
賞
と
し

て
法
眼
に
叙
さ
れ
た
（『
初
例
抄
』）。
金
堂
御
仏
は
二
丈
金
色
摩
訶
毘
盧
遮
那
如

来
、
丈
六
金
色
薬
師
、
同
一
字
金
輪
、
丈
六
彩
色
六
天
で
、
造
始
は
同
年
十
月
と
い

う11
。
円
宗
寺
は
、
い
わ
ゆ
る
四
円
寺
と
称
さ
れ
る
天
皇
の
御
願
寺
の
一
で
、
い
ず
れ

も
仁
和
寺
の
南
に
寺
地
を
占
め
た
。
こ
の
講
堂
に
て
の
国
家
御
祈
の
最
勝
会
と
法
華

会
は
、
天
台
僧
昇
進
の
資
格
法
会
、
北
京
三
会
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
翌
延
久
三
年

六
月
二
十
九
日
に
は
常
行
堂
、
灌
頂
堂
が
供
養
さ
れ
て
お
り
（『
扶
桑
略
記
』）、
他

三
円
寺
に
比
べ
て
規
模
が
大
き
く
、
白
河
帝
の
法
勝
寺
の
直
接
的
な
先
蹤
と
し
て
注

目
さ
れ
る
寺
院
で
あ
る
。
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
は
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
の

こ
と
と
し
て
、
長
勢
が
「
御
願
寺
造
仏
賞
」
で
法
眼
に
叙
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
年

供
養
の
御
願
寺
は
な
い
の
で
、『
初
例
抄
』
の
記
述
と
併
せ
て
、
こ
れ
が
円
宗
寺
を

指
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、『
僧
綱
補
任
』
は
長
勢
に
続
け
て
、
法
橋
覚

助
も
「
同
賞
」
で
法
眼
に
叙
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
と
す
る
と
、
円
宗
寺
造
像
に
は
覚

助
も
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
同
日
供
養
は
講
堂
と
法
華
堂
だ
が
、
法
華
堂
は

三
尺
金
銅
塔
一
基
の
み
で
、
仏
像
は
出
て
こ
な
い
。
講
堂
に
は
一
丈
八
尺
金
色
釈
迦

と
丈
六
金
色
普
賢
、
文
殊
、
観
音
、
弥
勒
等
像
が
安
置
さ
れ
た
。
覚
助
は
講
堂
の
担

当
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
円
宗
寺
造
像
は
長
勢
と
覚
助
が
共
に
携

わ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
覚
助
は
法
眼
に
な
り
長
勢
に
追
い
つ
い
た
。
上

臈
下
臈
の
問
題
は
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

願
主
の
後
三
条
天
皇
（
一
〇
三
四
〜
七
三
）
は
、
頼
通
家
と
関
係
の
薄
い
天
皇
と

し
て
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
に
三
十
五
歳
で
即
位
し
た
。
こ
れ
で
藤
原
頼
通
は
完

全
に
政
界
か
ら
退
き
、
い
わ
ゆ
る
摂
関
政
治
は
終
焉
を
迎
え
、
後
三
条
帝
の
親
政
が

行
な
わ
れ
た
。
こ
の
政
権
の
推
移
は
、
造
仏
界
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
に
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相
違
な
い
。
最
大
の
願
主
が
藤
原
摂
関
家
か
ら
天
皇
へ
と
移
る
と
い
う
大
き
な
変
貌

で
あ
り
、
仏
師
た
ち
は
対
応
を
迫
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
後
三
条
帝
は
即
位
翌
年
に
い

わ
ゆ
る
延
久
の
荘
園
整
理
令
を
出
し
て
天
皇
家
の
財
政
基
盤
強
化
を
図
り
、
そ
の
翌

年
に
こ
の
円
宗
寺
造
営
に
至
る
。
後
三
条
帝
に
と
っ
て
、
直
前
の
頼
通
の
法
成
寺
再

興
を
見
据
え
、
摂
関
家
に
対
抗
す
る
よ
う
な
本
格
的
な
造
像
を
試
み
た
に
違
い
な

い
。
後
三
条
帝
は
頼
通
と
疎
遠
で
あ
っ
た
と
い
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
造
像
に

長
勢
覚
助
が
共
に
当
た
っ
た
と
す
れ
ば
、
仏
師
と
願
主
の
結
び
付
き
は
ま
だ
そ
れ
ほ

ど
確
固
た
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
仏
師
間
の
競
合
は
ま
だ
な
く
、
温
和
な
協
調
路

線
が
続
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
後
三
条
帝
の
造
像
が
、
長
勢
に
も
う
一
件
知
ら
れ
る
。
尊
重
護
法
寺
の
後
三

条
帝
御
本
尊
白
檀
釈
迦
如
来
像
で
あ
る
。
尊
重
護
法
寺
は
、
平
親
範
（
一
一
三
六
〜

一
二
二
〇
）
が
、
大
原
来
迎
院
の
内
に
、
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
五
月
二
十
日
に

建
立
し
た
寺
で
、『
尊
重
護
法
寺
縁
起
』17

に
よ
れ
ば
、
当
寺
の
尊
像
と
し
て
「
一
搩

手
半
白
檀
釈
迦
如
来
像
一
躰
」
が
あ
り
、
割
注
で
「
法
眼
長
勢
奉
造
之
」
と
し
、
さ

ら
に
続
け
て
「
後
三
条
院
御
本
尊
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
尊
重
護
法
寺
は
親
範
が
、

伏
見
に
あ
っ
た
父
範
家
が
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
に
供
養
し
た
護
法
寺
を
大
原
に

移
し
、
さ
ら
に
「
曩
祖
入
道
二
品
相
公
」
親
信
（
九
四
六
〜
一
〇
一
七
）
発
願
五
大

明
王
像
を
本
尊
と
す
る
尊
重
寺
を
合
併
し
た
寺
で
あ
っ
た18
。
桓
武
平
氏
高
棟
王
流
の

親
信
創
建
の
尊
重
寺
の
由
緒
を
継
ぐ
寺
と
し
て
、
代
々
の
縁
の
尊
像
が
伝
来
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
後
三
条
帝
発
願
で
法
眼
長
勢
の
造
立
と
す
る
と
、
長
勢
の
法
眼
叙
位

は
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
で
、
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
の
法
勝
寺
供
養
で
法
印

に
昇
叙
す
る
。
後
三
条
帝
の
崩
御
は
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
五
月
九
日
な
の
で
、

結
局
こ
の
像
の
造
像
年
代
は
延
久
二
年
か
ら
五
年
の
間
に
絞
ら
れ
る
。
桓
武
平
氏
高

棟
王
流
の
誰
か
が
、
後
三
条
帝
か
ら
尊
像
を
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か19
。
い
ず

れ
に
せ
よ
後
三
条
帝
の
造
像
に
関
わ
っ
た
長
勢
で
あ
っ
た
。

法
勝
寺
の
造
像

後
三
条
帝
親
政
期
か
ら
後
白
河
上
皇
ま
で
の
院
政
期
を
通
じ
て
、
最
大
規
模
の
造

寺
が
白
河
天
皇
の
御
願
寺
法
勝
寺
で
あ
ろ
う
。
ま
た
長
勢
晩
年
の
最
大
の
造
仏
が
こ

の
法
勝
寺
造
像
で
あ
る
こ
と
は
、
小
林
剛
以
来
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
延
久

四
年
（
一
〇
七
二
）
に
即
位
し
た
白
河
天
皇
は
、
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
六
月
か

ら
白
河
御
願
寺
の
こ
と
を
始
め
た
。
父
後
三
条
帝
の
円
宗
寺
を
踏
ま
え
て
の
発
願
と

み
ら
れ
る
が
、
直
接
的
な
願
意
は
う
か
が
え
な
い
。
法
勝
寺
は
、
承
暦
元
年
（
一
〇

七
七
）
十
二
月
十
八
日
に
創
建
し
た
。
こ
の
日
に
金
堂
、
講
堂
、
阿
弥
陀
堂
、
五
大

堂
、
法
華
堂
、
南
大
門
が
供
養
さ
れ
た
。
こ
の
後
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
十
月
一

日
に
九
重
塔
、
薬
師
堂
、
八
角
堂
が
供
養
さ
れ
（
以
上
『
扶
桑
略
記
』）、
巨
大
な
寺

観
が
整
っ
た
。
こ
の
内
長
勢
が
担
当
し
た
の
は
阿
弥
陀
堂
と
塔
で
あ
っ
た
。
金
堂
は

覚
助
と
院
助
、
講
堂
は
兼
慶
（
長
勢
の
弟
子
と
み
ら
れ
る
）
が
担
当
し
た
。

阿
弥
陀
堂
は
承
保
三
年
六
月
か
ら
造
営
が
開
始
さ
れ
た
。
十
一
間
四
面
瓦
葺
阿
弥

陀
堂
に
、
金
色
丈
六
阿
弥
陀
如
来
像
九
体
、
一
丈
観
音
勢
至
菩
薩
像
、
六
尺
彩
色
四

天
王
像
が
安
置
さ
れ
た
。「
承
暦
元
年
法
勝
寺
供
養
記
」「
承
暦
元
年
十
二
月
法
勝
寺

供
養
記
」「
法
勝
寺
金
堂
造
営
事
」11

等
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
堂
御
仏
造
立
賞
と
し
て

長
勢
が
法
印
に
叙
さ
れ
た
。

一
方
金
堂
の
造
営
に
当
た
っ
た
の
は
覚
助
で
あ
っ
た
。
七
間
四
面
瓦
葺
の
金
堂
に

は
、
金
色
三
丈
二
尺
毘
盧
舎
那
如
来
、
金
色
二
丈
宝
幢
、
花
開
敷
、
無
量
寿
、
天
鼓

雷
音
如
来
、
彩
色
九
尺
天
部
（
梵
釈
二
天
）、
彩
色
八
尺
四
天
王
が
安
置
さ
れ
た
。

造
始
は
承
保
二
年
八
月
十
三
日
で
、
承
暦
元
年
の
八
月
二
十
七
日
に
堂
に
渡
さ
れ
て

い
る
。
約
二
年
間
の
造
像
期
間
で
あ
る
。
前
出
の
供
養
記
に
よ
れ
ば
、
造
像
は
覚
助

が
行
な
っ
た
が
（「
造
進
」
と
あ
る
）、
供
養
を
待
た
ず
に
同
年
十
月
に
死
去
し
た
た

め
、
そ
れ
を
院
助
が
引
継
ぎ
完
成
さ
せ
た
と
い
い
、
院
助
が
覚
助
に
代
わ
っ
て
造
仏

賞
を
受
け
法
橋
に
叙
さ
れ
た
。
院
助
は
覚
助
の
弟
子
と
い
う
。
ま
た
講
堂
は
七
間
四
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面
瓦
葺
で
、
金
色
二
丈
釈
迦
と
丈
六
普
賢
文
殊
が
安
置
さ
れ
、
造
像
は
仏
師
兼
慶

で
、
講
堂
造
仏
賞
と
し
て
法
橋
に
叙
さ
れ
た
。
兼
慶
は
「
法
勝
寺
金
堂
造
営
事
」
に

よ
れ
ば
長
勢
弟
子
と
い
う11
。
残
る
五
大
堂
の
仏
師
は
不
明
で
あ
る
。

結
局
法
勝
寺
の
承
暦
造
像
は
、
金
堂
が
覚
助
と
院
助
で
、
講
堂
・
阿
弥
陀
堂
が
長

勢
と
兼
慶
で
あ
っ
た
。
堂
宇
の
格
と
し
て
準
ず
る
も
の
の
講
堂
と
阿
弥
陀
堂
の
二
堂

を
得
た
長
勢
師
弟
に
対
し
、
中
心
堂
宇
で
あ
る
最
大
規
模
の
金
堂
を
得
た
こ
と
に
覚

助
の
優
位
性
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
こ
の
状
況
を
一
変
さ
せ
た
の
が
覚
助
の
早
世

で
あ
っ
た
。

続
い
て
塔
の
造
像
を
み
よ
う
。
永
保
三
年
十
月
一
日
に
、
塔
、
薬
師
堂
、
八
角
堂

が
供
養
さ
れ
た
。
こ
の
内
塔
の
造
像
を
長
勢
が
担
当
し
た11
。「
法
勝
寺
御
塔
供
養
呪
願

文
」「
法
勝
寺
金
堂
御
仏
」11

な
ど
に
よ
れ
ば
、
塔
は
八
角
九
重
で
、
内
部
に
は
金
剛
界

の
八
尺
大
日
如
来
四
体
が
四
方
に
分
座
し
、
六
尺
四
仏
が
四
角
に
安
置
さ
れ
た
。
金

剛
界
五
仏
で
中
尊
大
日
が
四
体
と
い
う
た
い
へ
ん
珍
し
い
尊
像
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

こ
の
造
像
に
よ
り
長
勢
は
賞
を
蒙
り
、
弟
子
の
円
勢
に
賞
を
譲
り
法
橋
と
さ
せ
た
。

八
角
九
重
と
い
う
前
代
未
聞
の
塔
で
し
か
も
高
さ
が
二
十
七
丈
（
約
八
一
ｍ
）
あ
っ

た
と
さ
れ
て
お
り11
、
白
河
天
皇
の
権
力
誇
示
の
象
徴
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
安
置
さ
れ

た
尊
像
も
、
多
分
に
そ
の
八
角
と
い
う
平
面
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
金
剛
界

大
日
が
四
体
も
配
さ
れ
る
特
異
な
構
成
で
あ
っ
た
。
冨
島
義
幸
氏
は
、
三
重
・
妙
福

寺
の
金
剛
界
大
日
如
来
像
二
体
を
、
そ
の
作
風
や
大
き
さ
か
ら
こ
の
法
勝
寺
御
塔
の

創
建
時
像
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る11
。
半
丈
六
の
金
剛
界
像
が
二
体
で
、
し

か
も
二
像
は
よ
く
似
た
作
風
を
示
し
て
お
り
、
二
像
の
一
具
性
は
高
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
冨
島
氏
の
仮
説
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
が
、
残
念
な
が
ら
両
像
の
法
勝

寺
に
つ
な
が
る
伝
来
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
創
建
時
像
は
、
承
元
二
年
（
一
二
〇

八
）
の
雷
火
で
焼
失
し
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
に
移
動
し
た
と
も
考
え
が
た
い
。

法
勝
寺
新
堂
（
常
行
堂
）
の
造
像

応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
正
月
日
付
「
法
勝
寺
新
堂
用
途
勘
文
案
」11

は
、
最
初
に

「
注
進
、
造
法
勝
寺
新
御
堂
并
廊
御
仏
等
用
途
勘
文
事
」
と
あ
り
、
法
勝
寺
新
堂
御

仏
用
途
の
雑
物
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
御
仏
五
体
料
」「
御
仏
御
衣
木

料
」
な
ど
と
し
て
「
長
勢
支
度
」
の
鉄
、
材
木
等
が
載
る
。
長
勢
が
こ
の
法
勝
寺
新

堂
の
造
像
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
御
仏
が
五
体
で
こ
の
時
造
営

中
の
法
勝
寺
新
堂
と
は
、
同
年
八
月
二
十
九
日
に
供
養
さ
れ
る
常
行
堂
（『
扶
桑
略

記
』『
百
錬
抄
』『
為
房
卿
記
』『
水
左
記
』）
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
常
行
堂
は
、
法

勝
寺
内
に
建
て
ら
れ
た
、
白
河
天
皇
に
よ
る
中
宮
賢
子
追
悼
の
御
堂
で
あ
っ
た
。
同

年
九
月
二
十
二
日
に
白
河
帝
寵
愛
の
中
宮
（
源
）
賢
子
が
二
十
八
歳
で
亡
く
な
っ

た
。
白
河
帝
の
悲
し
み
は
深
く
「
主
上
悲
泣
数
日
不
召
御
膳
」（『
扶
桑
略
記
』）
で

あ
っ
た
と
い
う
。『
為
房
卿
記
』
や
『
水
左
記
』
に
よ
れ
ば
、
白
河
帝
は
賢
子
追
悼

の
御
堂
を
法
勝
寺
内
と
醍
醐
寺
内
に
造
立
す
る
こ
と
を
発
願
し
、
法
勝
寺
内
の
常
行

堂
と
醍
醐
寺
内
の
円
光
院
が
同
日
に
供
養
さ
れ
た
。『
水
左
記
』
に
は
常
行
堂
に
つ

い
て
「
件
堂
公
家
奉
為
故
中
宮
所
令
造
立
給
也
」
と
あ
り
、
賢
子
追
悼
は
明
ら
か
で

あ
る
。『
為
房
卿
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
仏
は
阿
弥
陀
五
仏
、
等
身
阿
弥
陀
と
三
尺
観

音
勢
至
地
蔵
龍
樹
で
あ
っ
た17
。
こ
の
阿
弥
陀
五
尊
の
造
像
に
長
勢
は
当
た
っ
た
と
み

ら
れ
る
。「
長
勢
支
度
」
と
し
て
御
衣
木
の
材
や
鉄
を
あ
げ
て
お
り
、
御
仏
は
長
勢

の
造
進
に
よ
る
造
像
で
あ
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。

中
宮
賢
子
追
悼
の
造
像
（
梶
井
御
願
寺
円
徳
院
）

中
宮
賢
子
を
失
な
っ
た
の
が
よ
ほ
ど
の
悲
し
み
で
あ
っ
た
と
み
え
て
、
白
河
帝
は

九
月
二
十
四
日
に
、
賢
子
菩
提
の
た
め
に
毎
月
二
十
二
日
に
丈
六
阿
弥
陀
仏
一
体
を

造
立
供
養
す
る
こ
と
を
発
願
し
た
（『
扶
桑
略
記
』）。『
為
房
卿
記
』
の
応
徳
二
年
八

月
二
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
仏
師
長
勢
法
印
房
に
お
い
て
丈
六
阿
弥
陀
仏
が
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開
眼
さ
れ
た
。
こ
の
像
は
「
九
体
中
尊
」
で
、
来
月
二
十
二
日
を
以
て
供
養
す
べ
し

と
あ
り
、
賢
子
追
悼
の
丈
六
阿
弥
陀
の
一
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
翌
応
徳
三
年

（
一
〇
八
六
）
六
月
十
六
日
に
、
比
叡
山
東
坂
下
梶
井
御
願
寺
、
円
徳
院
が
供
養
さ

れ
た
。
白
河
帝
御
願
で
、
像
は
丈
六
九
体
金
色
阿
弥
陀
仏
像
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

「
故
中
宮
職
一
周
忌
間
、
毎
月
一
体
開
眼
供
養
丈
六
仏
像
也
」
と
あ
り
（
以
上
『
扶

桑
略
記
』）、
長
勢
房
で
開
眼
さ
れ
た
丈
六
阿
弥
陀
は
こ
の
九
体
阿
弥
陀
の
中
尊
と
み

ら
れ
る
。
白
河
帝
に
よ
る
賢
子
追
悼
の
も
う
一
つ
の
造
像
に
も
携
わ
っ
た
長
勢
で

あ
っ
た
。
な
お
、
像
の
開
眼
が
な
さ
れ
た
長
勢
法
印
房
は
、
明
ら
か
に
長
勢
の
工
房

で
あ
る
。
定
朝
の
工
房
を
覚
助
が
継
ぎ
、
そ
の
没
後
院
助
が
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
は
別
の
長
勢
派
の
工
房
が
こ
こ
に
確
認
で
き
る
。

四
条
皇
太
后
寛
子
の
宇
治
法
定
院

『
長
秋
記
』
に
よ
れ
ば
、
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
五
月
十
三
日
、
鳥
羽
上
皇
は

平
等
院
に
御
幸
し
、
さ
ら
に
四
条
皇
太
后
建
立
の
法
定
院
を
見
た
。
法
定
院
に
つ
い

て
「
仏
長
勢
作
云
々
」
と
し
、「
水
石
草
樹
皆
優
美
也
」
と
あ
る
。
宇
治
法
定
院
の

仏
像
は
長
勢
作
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
法
定
院
は
、
四
条
皇
太
后
寛
子
や
そ
の
弟
藤
原

師
実
が
利
用
し
た
宇
治
泉
殿
と
呼
ば
れ
る
御
所
付
設
の
御
堂
で
、
寛
子
が
建
立
し

た
。
平
等
院
の
北
西
の
宇
治
川
沿
い
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）

八
月
二
十
九
日
か
ら
寛
子
が
宇
治
泉
殿
に
て
五
十
講
を
始
め
、
同
年
十
月
三
十
日
付

「
太
皇
大
后
宮
職
仏
聖
灯
油
料
申
請
解
」18

に
は
、「
充
用
建
立
法
定
院
仏
聖
供
灯
油

料
」「
法
定
院
建
立
之
後
」
な
ど
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
の
創
建
か
と
さ
れ
る19
。
た

だ
、『
水
左
記
』
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
七
月
二
十
七
日
条
に
、「
件
院
太
皇
太
后

宮
御
願
也
」
と
し
て
法
定
院
の
名
が
出
て
き
て
お
り
、
そ
の
創
建
は
こ
の
頃
を
目
途

と
す
る
そ
れ
以
前
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
三
月
二

十
九
日
に
は
「
宇
治
法
定
院
内
堂
」
が
供
養
さ
れ
て
い
る
（『
百
錬
抄
』）11

の
で
、
法

定
院
に
は
複
数
の
御
堂
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
長
勢
は
在
世

中
で
あ
り
、
長
勢
作
と
の
伝
に
一
応
矛
盾
は
な
い
。
安
置
仏
像
は
い
ず
れ
も
明
ら
か

で
な
い
が
、
他
の
泉
殿
御
堂
の
事
例
か
ら
推
し
て
阿
弥
陀
関
係
の
尊
像
で
あ
っ
た
か

と
想
像
さ
れ
る
。
寛
子
（
一
〇
三
六
〜
一
一
二
七
）
は
頼
通
の
娘
（
母
祇
子
）
で
後

冷
泉
帝
皇
后
と
な
っ
た
が
、
結
局
皇
子
を
得
る
こ
と
な
く
頼
通
家
の
退
潮
を
招
い

た
。
こ
の
造
像
は
、
法
成
寺
の
復
興
と
同
じ
く
、
頼
通
、
寛
子
と
長
勢
の
つ
な
が
り

に
基
づ
く
造
像
か
と
み
ら
れ
る
。

四
条
宮
寛
子
と
い
え
ば
、
白
川
金
色
院
を
創
建
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
金
色
院
の

遺
品
を
伝
え
る
地
蔵
院
に
は
、
十
二
世
紀
の
造
像
と
み
ら
れ
る
観
音
菩
薩
坐
像
と
阿

弥
陀
如
来
立
像
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
た
い
へ
ん
見
事
な
で
き
ば
え
で
注
目
さ
れ

る
。
金
色
院
と
寛
子
の
関
係
は
は
っ
き
り
せ
ず
寛
子
創
建
は
疑
わ
し
い
よ
う
だ
が11
、

そ
の
造
像
は
寛
子
発
願
の
可
能
性
を
否
定
し
得
な
い
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
優
れ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
作
風
は
長
勢
の
時
期
の
作
と
し
て
良
い
か
ど
う
か
議
論
の
余
地
が

あ
る
が
、
寛
子
は
長
命
で
大
治
年
間
ま
で
生
き
た
の
で
、
寛
子
代
の
造
像
の
可
能
性

は
十
分
に
あ
る
。
同
時
期
の
銅
造
大
威
徳
明
王
像
が
伝
来
す
る
な
ど
、
院
政
期
造
像

史
に
お
け
る
地
蔵
院
諸
像
は
重
要
で
、
寛
子
創
建
の
伝
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
少
な
く
と
も
平
等
院
を
核
と
す
る
宇
治
の
造
像
環

境
の
中
に
入
れ
込
み
た
い
造
像
で
あ
る
。

長
勢
は
、
上
記
の
よ
う
に
藤
原
頼
通
や
寛
子
、
後
三
条
帝
、
白
河
帝
な
ど
の
大
規

模
造
像
に
従
事
し
た
が
、
一
方
で
中
流
貴
族
の
受
領
層
の
造
像
も
手
が
け
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
師
定
朝
に
も
み
ら
れ
た
。
以
下
検
証
し
て
み
よ
う
。

広
隆
寺
造
像
と
藤
原
資
良

長
勢
の
知
ら
れ
て
い
る
確
実
な
最
初
の
事
績
が
、
唯
一
の
遺
作
で
あ
る
康
平
七
年

（
一
〇
六
四
）
の
広
隆
寺
日
光
・
月
光
菩
薩
立
像
、
十
二
神
将
立
像
で
あ
る
（『
広
隆
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寺
来
由
記
』、
以
下
『
来
由
記
』）。『
来
由
記
』
は
こ
れ
ら
を
、
丹
後
守
藤
原
資
良
の

「
依
成
願
」（
願
成
る
に
依
る
）
造
像
で
、
供
養
導
師
は
法
性
寺
座
主
仁
暹
大
僧
都
と

す
る
。
藤
原
資
良
は
正
し
く
は
丹
波
守
で
、
伊
賀
守
に
も
任
じ
ら
れ
た
受
領
で
あ
っ

た11
。
魚
名
流
藤
原
氏
の
一
流
で
父
は
保
相
、
康
平
四
年
末
か
ら
伊
賀
守
の
任
に
あ
り

同
七
年
二
月
頃
に
丹
波
守
に
転
じ
た
ら
し
い
。
伊
賀
守
在
任
中
は
康
平
火
災
後
の
興

福
寺
復
興
造
営
（
先
述
）
の
た
め
東
大
寺
領
玉
瀧
黒
田
両
庄
を
造
興
福
寺
夫
役
と

し11
、
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
の
興
福
寺
復
興
の
際
に
も
そ
の
名
が
見
え
（『
造
興

福
寺
記
』）、
頼
通
周
辺
で
活
動
し
た
中
流
貴
族
で
あ
っ
た
。
丹
波
守
在
任
中
に
は
大

極
殿
の
造
営
を
請
負
っ
た
が
、
任
半
ば
で
康
平
七
年
七
月
二
十
三
日
以
前
に
亡
く

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
水
左
記
』）。
ま
た
彼
は
、
康
平
七
年
に
は
皇
后
宮
権
亮
で

あ
っ
た
が
、
皇
后
宮
は
後
冷
泉
帝
皇
后
藤
原
寛
子
と
み
ら
れ
る
。
寛
子
は
永
承
六
年

（
一
〇
五
一
）
か
ら
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
ま
で
皇
后
で
あ
っ
た
。
頼
通
と
寛
子

に
か
な
り
近
い
存
在
で
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

供
養
導
師
の
仁
暹
（
一
〇
〇
〇
〜
六
七
）
は
、
醍
醐
源
氏
長
経
の
子
の
延
暦
寺
僧

で
、
永
承
三
年
の
興
福
寺
供
養
、
康
平
二
年
の
法
成
寺
無
量
寿
院
供
養
、
同
四
年
の

平
等
院
御
塔
供
養
の
請
僧
に
名
を
連
ね
、
同
年
に
は
法
性
寺
座
主
と
な
る
（
以
上

『
定
家
朝
臣
記
』）
な
ど
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
頼
通
の
周
囲
に
あ
っ
た
。
同
六
年
に
は
御

持
僧
（
後
冷
泉
帝
の
か
）
の
労
で
権
大
僧
都
と
な
り
、
治
暦
三
年
に
六
十
八
歳
で
没

し
て
い
る
（
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』）。
ま
た
康
平
二
年
（
一
〇
五
九
）
に
は
、
皇

后
宮
が
法
成
寺
に
籠
っ
た
際
そ
れ
に
随
伴
し
た
と
い
う11
。
こ
の
皇
后
宮
は
寛
子
の
可

能
性
が
高
い
。

広
隆
寺
像
が
作
ら
れ
た
康
平
七
年
時
点
で
、
仁
暹
は
権
大
僧
都
で
法
性
寺
座
主
、

資
良
は
丹
後
で
は
な
い
が
丹
波
守
で
、
ほ
ぼ
『
来
由
記
』
の
記
事
は
正
し
く
、
こ
れ

に
よ
る
限
り
は
、
資
良
が
丹
波
守
と
な
っ
た
同
年
二
月
か
ら
没
す
る
七
月
頃
ま
で
の

間
に
造
像
時
期
が
限
ら
れ
て
く
る
。「
仏
工
長
成
法
橋
」
と
あ
る
の
は
、
長
勢
の
法

橋
叙
位
は
翌
治
暦
元
年
の
こ
と
で
あ
る
の
で
正
し
く
な
い
。
た
だ
『
来
由
記
』
の
記

述
は
、
以
上
の
関
係
人
物
の
検
証
に
よ
っ
て
、
康
平
七
年
の
事
実
と
し
て
認
め
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
仁
暹
、
藤
原
資
良
と
い
う
頼
通
、
寛
子
の
周
縁
に
位
置
付

け
ら
れ
る
人
脈
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
資
良
の
願
意
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
十
一
世
紀
の
広
隆
寺
は
、
薬
師
如
来
像
の
霊
験
に
よ
っ
て
、
京
中
の

貴
賤
の
信
仰
を
集
め
た
。
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
五
月
五
日
、
こ
の
日
天
下
の
貴

賤
が
首
を
挙
げ
て
広
隆
寺
に
参
っ
た
。
寅
年
の
五
月
五
日
庚
寅
日
に
薬
師
仏
が
開
眼

さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
（『
小
右
記
』『
日
本
紀
略
』）。
そ
の
前
後
に
、
三
条
帝
や
道

長
を
始
め
多
く
の
貴
顕
が
広
隆
寺
に
参
籠
し
て
お
り
、
特
に
、
女
一
宮
（
脩
子
内
親

王
、
一
条
帝
皇
女
）、
承
香
殿
女
御
元
子
（
一
条
帝
女
御
）
な
ど
、
女
性
の
参
籠
が

多
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。
資
良
の
願
意
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
頼
通
や

寛
子
の
病
気
平
癒
祈
願
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
閏
五
月
か
ら
六
月
に
頼
通
や
寛
子
の

不
例
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（『
水
左
記
』）。
薬
師
像
に
脇
侍
と
眷
属
を
付
加
す
る
の

は
、
道
長
が
比
叡
山
根
本
中
堂
薬
師
像
に
十
二
神
将
像
を
作
り
加
え
た
こ
と
や
、
そ

の
後
頼
通
が
日
光
月
光
像
を
加
え
た
こ
と
（『
山
門
堂
舎
記
』『
叡
岳
要
記
』）
に
通

じ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
資
良
が
、
そ
の
蓄
財
を
も
っ
て
私
願
と
し
て
造
像
し
た

か
、
あ
る
い
は
頼
通
か
寛
子
の
所
願
像
と
し
て
造
進
し
た
か
、
い
ず
れ
か
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か11
。

源
親
元
の
醍
醐
往
生
院
造
像

も
う
一
件
中
流
貴
族
の
造
像
が
知
ら
れ
る
。『
醍
醐
雑
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
当
寺

中
院
（
往
生
院
）
本
仏
半
丈
六
阿
弥
陀
は
「
仏
師
長
勢
」
の
作
で
あ
っ
た
。
他
に
等

身
「
楽
天
菩
薩
」
十
六
体
と
「
板
絵
像
」
六
体
が
あ
っ
た
。
願
主
は
安
房
守
源
親
元

（
法
名
阿
法
）
で
、「
養
君
三
位
殿
」（
中
納
言
源
経
成
女
）
の
た
め
に
建
立
し
た
と

い
う
。
源
親
元
（
一
〇
三
八
〜
一
一
〇
五
）
は
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
載
る
往
生
者
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で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
十
三
歳
か
ら
後
三
条
帝
の
元
で
武
官
の
任
を
勤

め
、
そ
の
間
浄
土
信
仰
者
と
な
り
、
東
山
に
「
迎
接
之
堂
」「
俗
称
光
堂
」
を
建

て
、
阿
弥
陀
三
尊
と
そ
の
前
に
自
ら
の
肖
像
で
あ
る
比
丘
像
（
そ
の
名
は
阿
法
）
を

置
い
た
と
い
う
。
安
房
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
で
あ
っ

た11
。
長
勢
の
作
と
す
れ
ば
、
長
勢
の
没
年
は
先
述
の
通
り
一
〇
九
一
年
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
以
前
と
な
り
、
上
限
は
親
元
が
出
仕
し
始
め
た
三
十
三
歳
の
一
〇
七
〇
年

以
降
と
な
ろ
う
か
。
養
君
三
位
殿
は
源
経
成
の
娘
成
子17
で
後
三
条
帝
の
乳
母
で
あ
っ

た
と
い
う
。
年
代
を
特
定
で
き
な
い
が
、
三
位
殿
成
子
の
死
没
を
契
機
と
し
た
追
悼

造
像
で
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
広
隆
寺
の
造
像
と
同
じ
頃
の
造
像
で

は
な
か
っ
た
か
。
後
に
受
領
と
な
る
中
流
貴
族
の
造
像
で
あ
り
、
長
勢
は
お
そ
ら
く

そ
の
初
期
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
中
流
受
領
層
の
造
像
に
当
た
っ
て
い
た
も
の
か
と

想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
定
朝
の
事
績
に
も
み
ら
れ
た
。
こ
ち
ら
は
か
な
り
有
力
な

受
領
で
あ
る
が
、
西
院
邦
恒
堂
の
藤
原
邦
恒
、
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
に
関
わ
る
藤
原
国

挙
、
日
野
法
界
寺
の
藤
原
資
業
で
あ
る
。
親
元
が
後
三
条
帝
の
周
辺
の
人
物
で
あ
る

こ
と
が
気
に
か
か
る
。
ま
た
こ
の
親
元
の
造
像
は
、
醍
醐
寺
が
源
氏
一
流
の
造
像
の

場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

弟
子
た
ち
の
こ
と

後
三
条
帝
即
位
以
後
、
藤
原
摂
関
家
に
対
し
て
台
頭
し
て
き
た
の
が
村
上
源
氏
で

あ
っ
た
。
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
に
左
大
臣
と
な
っ
て
台
閣
の
頂
に
立
っ
た
源
俊

房
の
日
記
『
水
左
記
』
に
は
、
俊
房
の
個
人
的
な
造
像
の
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
記
さ

れ
て
お
り
、
源
氏
も
造
像
の
有
力
な
発
願
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
承
暦

元
年
（
一
〇
七
七
）
八
月
十
三
日
に
は
「
法
眼
長
勢
二
男
」
の
「
仏
師
□
」
が
三
尺

薬
師
を
、
同
十
九
日
に
は
「
仏
師
長
勢
一
男
」
が
三
尺
大
威
徳
を
、
そ
し
て
同
二
十

六
日
に
は
「
仏
師
覚
助
弟
子
」
が
二
尺
千
手
を
そ
れ
ぞ
れ
造
始
し
て
い
る
。
承
暦
元

年
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
法
勝
寺
の
金
堂
講
堂
阿
弥
陀
堂
造
像
が
佳
境
を
迎
え
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
長
勢
覚
助
の
弟
子
た
ち
が
俊
房
の
造
像
に
当
た
っ
て
い

た
こ
と
が
興
味
深
い
。

そ
し
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
出
る
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
誰
に
該
当
す
る

か
で
あ
る
。
長
勢
の
弟
子
は
二
人
知
ら
れ
て
い
る
。
兼
慶
と
円
勢
で
あ
る
。
兼
慶
は

承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
に
法
勝
寺
講
堂
の
造
仏
賞
で
法
橋
位
を
得
た
。「
長
勢
弟

子
」
と
さ
れ
る
。
円
勢
は
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
に
法
勝
寺
九
重
塔
造
仏
賞
を
長

勢
よ
り
譲
ら
れ
て
法
橋
に
叙
さ
れ
た
。
こ
の
二
人
の
内
円
勢
は
、
先
述
の
『
養
和
元

年
記
』
に
「
長
勢
二
男
円
勢
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
信
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に

法
橋
と
な
っ
た
兼
慶
を
「
長
勢
一
男
」
に
、
円
勢
を
「
法
眼
長
勢
二
男
」
に
当
て
る

こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。「
仏
師
覚
助
弟
子
」
に
当
た
る
の
は
、
院
助
に
可
能
性
が
あ

る
が
ど
う
か
。

こ
の
俊
房
の
造
像
は
、
こ
の
頃
流
行
っ
た
疱
瘡
に
罹
患
し
た
母
尊
子18
の
病
気
平
癒

に
関
わ
る
造
像
と
み
ら
れ
る
が
、
一
連
の
造
像
の
中
に
、
長
勢
や
覚
助
の
弟
子
の
他

に
「
法
輪
小
院
」
な
る
仏
師
が
丈
六
像
の
担
当
な
ど
を
し
て
お
り
、
源
氏
と
の
関
係

が
注
目
さ
れ
る
。

お
わ
り
に
（
仏
師
長
勢
の
位
置
）

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
仏
師
長
勢
は
定
朝
小
仏
師
と
し
て
定
朝

の
下
で
活
動
し
、
何
ら
か
の
功
で
紀
伊
講
師
職
を
得
た
。
定
朝
も
請
け
負
っ
て
い
た

受
領
ク
ラ
ス
の
造
像
に
当
た
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
定
朝
没
後
の
継
承
期
に
、

予
期
せ
ぬ
法
成
寺
や
興
福
寺
の
復
興
造
像
、
あ
る
い
は
円
宗
寺
と
い
う
大
規
模
造
像

が
続
く
中
で
、
多
く
の
仏
師
が
必
要
と
さ
れ
て
、
傍
系
の
長
勢
も
そ
の
一
翼
を
占
め

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
正
嫡
な
が
ら
年
下
の
覚
助
に
互
し
て
台
頭
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す
る
こ
と
が
で
き
た
。
覚
助
と
は
、
年
令
の
差
も
さ
り
な
が
ら
、
先
に
法
橋
に
任
じ

ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
臈
の
差
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
成

寺
の
復
興
造
像
は
、
長
勢
の
み
な
ら
ず
定
朝
後
継
仏
師
た
ち
の
作
風
を
決
定
付
け

た
。
定
朝
遺
像
の
研
究
と
そ
の
忠
実
な
復
興
を
課
せ
ら
れ
た
彼
ら
の
作
風
が
、
定
朝

様
の
踏
襲
と
な
っ
た
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
規
模
造
像
に
於

け
る
両
者
の
協
調
関
係
は
、
覚
助
の
死
に
よ
っ
て
大
き
く
状
況
を
変
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
覚
助
の
早
世
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
以
後
覚
助
後
継
の
院
助
は
低
迷
し
、

長
勢
一
流
の
寡
占
状
態
と
な
っ
て
い
く
。
定
朝
最
大
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
道
長
・

頼
通
の
権
勢
が
終
焉
を
迎
え
、
後
三
条
帝
か
ら
白
河
帝
の
時
代
に
移
り
、
摂
関
家
に

代
わ
っ
て
村
上
源
氏
が
台
頭
し
て
く
る
な
ど
、
造
像
の
発
願
主
も
大
き
く
様
変
わ
り

す
る
。
長
勢
は
彼
ら
の
造
像
に
も
対
応
し
、
院
政
期
に
入
っ
て
、
白
河
上
皇
の
大
規

模
造
像
の
多
く
を
円
派
が
受
注
す
る
先
鞭
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
白

河
帝
の
中
宮
賢
子
追
悼
造
像
は
そ
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
本
来
的
に
は
定

朝
正
嫡
系
の
仕
事
で
あ
る
摂
関
家
周
辺
の
造
像
に
も
、
寛
子
の
宇
治
法
定
院
な
ど
、

関
わ
っ
て
い
た
。
覚
助
没
後
の
長
勢
の
晩
年
十
七
年
は
、
ま
さ
に
長
勢
一
門
の
時
代

へ
の
足
固
め
の
時
期
で
あ
っ
た
。
次
の
白
河
・
鳥
羽
上
皇
期
は
長
勢
二
男
円
勢
と
そ

の
子
の
長
円
・
賢
円
の
時
代
と
な
る
の
で
あ
る
。
長
勢
は
そ
の
足
固
め
を
し
た
。
ま

さ
に
円
派
仏
師
の
祖
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。

注１　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
十
二
月
序
。『
墨
水
遺
稿
』
三
。

２ 　

谷
信
一
「
円
勢
法
印
考
―
歴
世
木
仏
師
研
究
の
一
節
と
し
て
―
」（『
美
術
研
究
』
三

〇
）
一
九
三
四
年
六
月
。
こ
の
論
考
は
、
田
中
豊
蔵
の
「
仏
師
定
朝
」（『
日
本
文
化
叢

考
』
所
収
）、
一
九
三
一
年
九
月
、『
日
本
美
術
の
研
究
』
所
収
、
二
玄
社
、
一
九
六
〇

年
十
一
月
。）
に
啓
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
本
格
的
な
仏
師
研
究
の
始
ま
り
を

示
す
重
要
論
考
で
あ
る
。

３ 　

小
林
剛
「
仏
所
の
分
立
と
そ
の
名
称
に
つ
い
て
」（『
佛
教
藝
術
』
七
）
一
九
五
〇
年

五
月
、『
日
本
彫
刻
作
家
研
究
』
所
収
、
有
隣
堂
、
一
九
七
八
年
五
月
。

４　
『
鎌
倉
彫
刻
図
録
』
奈
良
帝
室
博
物
館
、
一
九
三
三
年
十
一
月
。

５　

こ
こ
で
の
「
院
流
」
は
全
体
の
用
例
か
ら
推
し
て
「
院
派
」
の
誤
と
み
ら
れ
る
。

６　

小
林
剛
「
鎌
倉
時
代
彫
刻
史
概
説
」、
金
森
遵
「
鎌
倉
時
代
の
仏
師
組
織
に
就
い
て
」。

７ 　

小
林
剛
「
仏
師
法
印
長
勢
」（『
國
華
』
七
一
七
）
一
九
五
一
年
十
二
月
、『
日
本
彫

刻
作
家
研
究
』（
前
掲
論
考
〔
注
３
〕）
所
収
。

８ 　

多
く
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
次
の
論
考
が
重
要
で
あ
る
。
作
品
研
究
で
は
、
京
都
国
立

博
物
館
編
『
院
政
期
の
仏
像
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
三
月
。
仏
師
研
究
で
は
、
根

立
研
介
『
日
本
中
世
の
仏
師
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
五
月
。
本
論
考
は
、

一
々
出
典
を
示
さ
な
い
が
、
こ
の
二
編
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め

お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

９　
『
群
書
類
従
』
二
四
釈
家
部
所
収
。（　

）
内
は
割
書
。

10 　
『
二
中
歴
』
は
長
勢
の
割
注
で
「
清
水
寺
別
当
法
印
定
朝
弟
子
」
と
す
る
。
こ
の
記

述
で
気
に
な
る
の
は
、
長
勢
が
清
水
寺
別
当
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
清
水
寺

別
当
に
は
定
朝
、
円
勢
、
そ
し
て
長
円
が
そ
れ
に
就
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
真
偽

は
不
明
だ
が
、
長
勢
も
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
円
派
の
系
譜
に
連
な
る
職
と
し
て
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
清
水
寺
と
興
福
寺
の
関
係
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
本
稿

で
は
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
検
討
に
期
し
た
い
。

11 　

伊
東
史
朗
「
院
政
期
仏
像
彫
刻
史
序
説
」（『
院
政
期
の
仏
像
』
所
収
）
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
三
月
。

12　

男
行
近
、
弐
左
男
の
意
味
が
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
も
仏
師
名
な
の
か
。

13 　

頼
成
は
具
平
親
王
の
子
で
（
村
上
源
氏
師
房
の
弟
に
な
る
）、
は
じ
め
は
源
姓
を
名

乗
っ
た
が
、
藤
原
伊
祐
の
養
子
と
な
り
（『
尊
卑
分
脈
』）、
四
条
宮
寛
子
立
后
の
際
、
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母
の
頼
通
妾
祇
子
の
父
と
さ
れ
た
（『
栄
花
物
語
』
根
あ
わ
せ
）。
頼
通
の
側
近
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

14 　
「
養
和
元
年
記
（
抄
）」（『
奈
良
六
大
寺
大
観　

興
福
寺
二
』「
史
料
」
所
収
）
岩
波

書
店
、
一
九
七
〇
年
十
二
月
。
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
本
の
翻
刻
で
あ
る
。

15 　

西
川
新
次
「
宮
廷
仏
師
と
そ
の
周
辺
」（『
院
政
期
の
仏
像
』
前
掲
論
考
〔
注
11
〕
所

収
）。

16 　

武
笠
朗
「
経
円
」（「
仏
師
と
仏
像
を
訪
ね
て
」
七
）（『
本
郷
』
一
四
〇
）
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
九
年
三
月
。

17 　

根
立
研
介
氏
は
、
彫
刻
に
於
け
る
和
様
成
立
の
舞
台
と
な
っ
た
、
定
朝
の
造
仏
の
場

と
し
て
の
法
成
寺
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

 　

根
立
研
介
「
造
仏
の
場
と
し
て
の
法
成
寺
の
意
義
」（
菱
田
哲
郎
・
吉
川
真
司
編
『
古

代
寺
院
史
の
研
究
』
所
収
）
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
九
年
八
月
。

18 　

武
笠
朗
「
院
政
期
中
央
造
像
の
様
式
展
開
」（
実
践
女
子
大
学
文
学
部
『
紀
要
』
六

〇
）
二
〇
一
八
年
三
月
。

19 　
『
三
僧
記
類
聚
』
所
収
「
法
勝
寺
金
堂
御
仏
」
は
、
そ
の
翻
刻
が
次
の
論
考
に
載
る
。

　

 　

冨
島
義
幸
「
法
成
寺
金
堂
・
法
勝
寺
金
堂
の
安
置
仏
に
つ
い
て
」（『
日
本
宗
教
文
化

史
研
究
』
二
二
）
二
〇
〇
七
年
十
一
月
。

20 　

あ
る
い
は
、
無
量
寿
院
創
建
時
の
康
尚
と
定
朝
の
よ
う
に
、
覚
助
が
関
わ
っ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

21　

前
掲
小
林
論
考
（
註
７
）。

22 　

こ
の
四
人
の
中
に
、
広
隆
寺
造
像
の
供
養
導
師
仁
暹
が
含
ま
れ
る
。
仁
暹
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

23 　

定
朝
の
造
像
の
主
要
な
場
が
三
つ
あ
り
、
そ
れ
を
後
継
三
派
仏
師
が
継
承
し
た
と
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
。
道
長
の
摂
関
家
造
像
、
興
福
寺
造
像
、
公
家
の
造
像
で
、
こ
の
内

最
も
重
要
な
摂
関
家
造
像
を
、
正
嫡
の
仕
事
と
し
て
覚
助
か
ら
院
助
の
院
派
が
継
承
し

た
。
そ
の
中
心
が
法
成
寺
造
像
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
後
に
院
覚
が
「
寺
法

橋
」（『
中
右
記
』
長
承
元
年
〔
一
一
三
二
〕
二
月
二
十
八
日
法
成
寺
塔
供
養
日
条
）
と

呼
ば
れ
た
こ
と
に
も
及
ん
で
い
く
。

　

 　

武
笠
朗
「
康
尚
・
定
朝
と
そ
の
後
の
正
系
仏
師
」（『
日
本
美
術
館
』
所
収
）
小
学

館
、
一
九
九
七
年
十
一
月
。

24 　

武
笠
朗
「
院
範
」（「
仏
像
と
仏
師
を
訪
ね
て
」
八
）（『
本
郷
』
一
四
一
）
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
九
年
五
月
。

25　

は
じ
め
は
円
明
寺
で
、
翌
三
年
六
月
三
日
に
改
名
し
た
と
い
う
（『
百
錬
抄
』）。

26　

造
始
の
こ
と
は
『
為
房
卿
記
』
康
和
二
年
七
月
二
十
五
日
条
に
よ
る
。

27 　
『
伏
見
宮
家
旧
蔵
諸
寺
縁
起
集
』（『
図
書
寮
叢
刊
』）
所
収
。
奥
付
に
元
暦
二
年
五
月

二
十
日
と
あ
る
。
こ
れ
が
供
養
日
で
、
こ
の
時
の
成
立
か
。

28 　

護
法
寺
本
尊
毘
沙
門
天
像
は
法
眼
院
朝
の
作
で
あ
り
、
尊
重
護
法
寺
供
養
の
際
、
諸

像
の
修
理
に
法
橋
院
尚
が
当
た
っ
て
い
る
。
院
派
仏
師
の
仕
事
場
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

29 　

後
三
条
帝
の
頃
に
は
『
定
家
朝
臣
記
』（『
康
平
記
』）
の
記
主
平
定
家
が
い
る
が
、

頼
通
家
家
司
の
定
家
に
、
頼
通
と
対
立
し
て
い
た
後
三
条
帝
と
の
関
係
を
想
定
す
る
の

は
む
ず
か
し
い
。
可
能
性
の
あ
る
の
は
、
春
宮
時
代
の
後
三
条
帝
の
後
見
の
藤
原
能
信

に
近
か
っ
た
範
国
と
、
春
宮
亮
に
あ
っ
た
そ
の
子
経
方
、
経
章
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。

30 　

い
ず
れ
も
『
諸
寺
供
養
類
記
』
所
収
、『
校
刊
美
術
史
料
』
中
所
収
。「
承
暦
元
年
法

勝
寺
供
養
記
」
は
『
続
群
書
類
従
』
に
も
載
る
。

31　

同
記
に
は
「
恵
慶
」
と
出
る
が
、
他
史
料
か
ら
兼
慶
の
誤
と
み
ら
れ
る
。

32 　

薬
師
堂
（
丈
六
七
仏
薬
師
、
日
光
月
光
）、
八
角
堂
（
三
尺
愛
染
王
）
の
造
像
が
誰

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
知
ら
れ
な
い
。

33 　
「
法
勝
寺
御
塔
供
養
呪
願
文
」
は
『
朝
野
群
載
』
所
収
、「
法
勝
寺
金
堂
御
仏
」
は

『
三
僧
記
類
聚
』
所
収
（
前
掲
注
19
）。

34 　

高
さ
二
十
七
丈
は
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
二
月
「
院
家
雑
々
跡
文
」（『
大
日
本
史

料
』
所
載
）
に
出
る
。
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
再
建
塔
の
大
き
さ
で
あ
る
。

35 　

冨
島
義
幸
「
妙
福
寺
の
二
体
の
金
剛
界
大
日
如
来
像
に
つ
い
て
」（『
日
本
宗
教
文
化
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史
研
究
』
二
六
）
二
〇
〇
九
年
十
一
月
。

36　
『
楓
軒
文
書
纂
』
八
三
所
収
、『
平
安
遺
文
』
一
二
二
八
文
書
。

37 　

同
記
に
よ
れ
ば
、
そ
の
尊
像
構
成
は
法
成
寺
常
行
堂
の
そ
れ
と
同
じ
で
、
円
宗
寺
の

場
合
は
龍
樹
の
代
わ
り
に
弥
勒
が
置
か
れ
た
と
す
る
。

38　
『
朝
野
群
載
』
巻
第
四
所
収
。

39 　

藤
本
孝
一
「
宇
治
白
川
の
金
色
院
創
建
に
つ
い
て
―
四
条
宮
寛
子
の
御
所
宇
治
泉
殿

考
―
」（『
中
世
史
料
学
叢
論
』
所
収
）
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。

40　
『
中
右
記
』『
後
二
条
師
通
記
』
は
と
も
に
「
宇
治
御
堂
」
と
す
る
。

41　

前
掲
藤
本
論
考
（
注
39
）。

42　

長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
に
は
越
後
守
で
あ
っ
た
ら
し
い
（『
春
記
』）。

43 　

康
平
七
年
二
月
十
六
日
付
「
散
位
藤
原
信
良
解
案
」、
同
年
四
月
二
十
三
日
付
「
官

宣
旨
案
」。
い
ず
れ
も
『
東
大
寺
文
書
』、『
平
安
遺
文
』
九
九
一
、
九
九
二
文
書
。

44 　

あ
る
い
は
法
性
寺
か
。
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
康
平
二
年
の
法
橋
経
寿
の
項
に
は

「
法
成
寺
」
と
出
る
が
、「
寺
家
別
当
仁
暹
」
と
出
る
の
で
、
彼
が
座
主
に
就
い
た
法
性

寺
の
可
能
性
が
高
い
か
。
仁
暹
は
こ
の
際
の
賞
を
弟
子
経
寿
に
譲
り
、
経
寿
が
法
橋
と

な
っ
た
。

45 　

広
隆
寺
像
を
め
ぐ
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
要
を
す
で
に
別
稿
で
示
し
て
い
る
。

　

 　

武
笠
朗
「
長
勢
作
十
二
神
将
立
像
」（『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
国
宝
〇
一
五
京
都
広

隆
寺
』
所
収
）
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
六
月
。

46 　

親
元
は
、
赴
任
先
の
安
房
で
も
阿
弥
陀
堂
を
建
て
丈
六
阿
弥
陀
を
安
置
し
、
民
に
念

仏
を
勧
め
た
と
い
う
（『
往
生
伝
』）。
千
葉
県
館
山
市
に
親
元
を
祭
神
と
す
る
国
司
神

社
が
あ
る
。

47 　

源
成
子
は
一
〇
四
六
年
か
ら
一
〇
六
八
年
ま
で
の
動
向
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
直
後
に

没
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

48　

師
房
妻
、
藤
原
道
長
女
。


